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ＤＸ推進の主な取組状況について 

 

ＤＸ戦略課 

 

１ 地域活動団体等のＤＸ推進について 

（１）概要 

昨年度に実施した地域活動団体等デジタル活用助成金のほか、スマホやＳＮＳ

アプリの活用方法などを学ぶ出前講座や相談会、区内事業者向けデジタルツール

の展示会等を今年度も継続して実施し、地域活動団体等のＤＸ推進を支援してい

く。 

（２）各事業の予定等 

ア 地域活動団体等デジタル活用助成金 

令和８年度、助成金の受付及び交付業務について自治町会は地域振興課、

スポーツ団体は生涯スポーツ課へそれぞれ移管した。ＮＰＯ法人やＰＴＡ等

の団体に対しては、ＤＸ戦略課において引き続き支援していく。 

【補助概要】 

団体の活動目的のために新たに行うデジタル技術を活用した事業（新規

事業）を実施するための経費及び既に行っているデジタル技術を活用し

た事業（既存事業）に係る経費に係る助成 

【助成金の額】 

新たに行うデジタル技術を活用した事業の場合  ： 上限75,000円 

既に行っているデジタル技術を活用した事業の場合： 上限15,000円 

【令和７年度実績】 

 合計12団体、助成金額計535,000円 

イ 出前講座 

【令和７年度実績】 

合計18回、参加者数計239名 
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ウ スマホ相談会 

令和８年度は、スマホ相談会において令和７年度末に開催した東京都公式

アプリの操作支援も実施した。 

【令和７年度実績（東京都公式アプリ操作支援含む）】 

合計21回、参加者数計565名 

【令和８年度開催日程（予定）】 

月１回、年間12回のスマホ相談会を実施予定 

日付 場所 

令和８年４月22日 (水曜日) 新小岩地区センター 

令和８年５月29日 (金曜日) 亀有地区センター 

令和８年６月25日 (木曜日) 水元学び交流館 

令和８年７月29日 (水曜日) 柴又地区センター 

令和８年８月26日 (水曜日) 青戸地区センター 

令和８年９月24日 (木曜日) 亀有地区センター 

令和８年10月28日 (水曜日) 東金町地区センター 

令和８年11月28日 (土曜日) 金町地区センター 

令和８年12月22日 (火曜日) 新小岩地区センター 

令和９年１月28日 (木曜日) 堀切地区センター 

令和９年２月25日 (木曜日) 奥戸地区センター 

令和９年３月24日 (水曜日) 高砂地区センター 

エ 区民や区内事業者へのＤＸ支援 

地域活動団体などが実施するＤＸ推進について、相談をはじめ現地での構

築、操作支援などを行う。 

【令和７年度実績】 

地域活動団体 ：計21件（インターネット環境の整備等） 

介護事業者  ：計15件（クラウドサービスの活用等） 

オ デジタルツールの展示会・操作講習会 

  【令和７年度実績】 

展示会     ：介護事業者向け１回、中小企業向け１回 

ツール操作講習会：介護事業者向け２回、中小企業向け３回 
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２ デジタル人材の育成について 

（１）概要 

庁内のＤＸ推進に当たっては、デジタル人材の育成が急務であり、令和６年

10月から動画研修コンテンツを導入し、より専門的な知識を学べる環境を整備

した。 

今年度についても、動画研修コンテンツを新規採用職員の必須研修としたほ

か、ノーコードツールやデータ利活用ツールなどのデジタルツール操作研修を

行っている。 

（２）実施状況 

ア 動画研修コンテンツ（Ｕｄｅｍｙ
ユ ー デ ミ ー

）の活用 

イ ＩＣＴ・デジタル基礎研修 

ウ ＢＰＲワークショップ 

エ デジタルツール操作研修 

（ア）ノーコードツール（ｋｉｎｔｏｎｅ
キ ン ト ー ン

、ＬｏＧｏフォーム） 

（イ）データ利活用ツール（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｐｏｗｅｒ
パ ワ ー

 ＢＩ
ビーアイ

） 

（ウ）ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ 

（エ）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 365 Ｃｏｐｉｌｏｔ
コ パ イ ロ ッ ト

 

（３）ドローン操作資格取得について 

街路灯の上部や高所部に取り付けられている設備、施設の天井裏など目視が

困難である箇所の点検など、ドローンの活用を進めるに当たり、ドローンを操

縦可能なパイロット確保についても重要な取組として進めている。操縦資格に

ついては、令和６年度に３名、令和７年度に３名が取得している。令和８年度

は10名を目標にし、資格取得の対象部署の選定を進めていく。 

 

３ 葛飾区におけるＤＸ推進に向けた例規（アナログ規制）点検・見直しについて 

（１）背景・目的 

本区では、区民サービスの向上及び職員の業務負担軽減を目的として、電子

申請やオンライン手続等を中心としたＤＸ推進に取り組んでいる。 
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一方で、条例・規則・要綱等において、人や書面の介在を前提とするアナロ

グ的な手法や、今となっては不合理・非効率的と考えられる行為を求める古い

規制（いわゆるアナログ規制）が残っている場合、ＤＸの取組が制度面で制約

を受けるケースが見られる。 

このため、国（デジタル庁）が示す「地方公共団体におけるアナログ規制の

点検・見直しマニュアル」を踏まえ、葛飾区として、代表的なアナログ規制を

対象に例規・運用の点検・見直しに着手する。 

（２）点検・見直しの概要 

ア 対象 

条例・規則（要綱・要領） 

※改正要否により、実施要領、手引き、内部基準 等も含む。 

※今後、例規システムを用いた一次的な洗い出しを元に、別途、要綱・

要領の見直しに関する方針を示す。 

イ 点検・見直しを行う主なアナログ規制 

（ア）目視規制 

（イ）実地監査規制 

（ウ）定期検査・点検規制 

（エ）常駐・専任規制 

（オ）対面講習規制 

（カ）書面掲示規制 

（キ）往訪閲覧・縦覧規制 

（ク）フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制 

（３）スケジュール（予定）及び進め方 

ア 令和８年５月～７月 

（ア）抽出対象キーワードの定義：デジタル庁が定義したものを基に、区に

おけるキーワードを整理  

（イ）情報抽出ツールの利用方法検討：定義したキーワードを基に、区例規

集から条例等を抽出するプログラムをテスト実施  

（ウ）条例等の情報抽出：条例等情報抽出プログラムを実行、該当する条例
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・規則等を抽出  

（エ）情報整理：抽出結果を基に根拠法令等、例規集上では取得できない情

報を整理  

イ 令和８年８月～10月 

対応方針検討：整理結果を踏まえ、対応方針（案）を作成、所管課と協

議・検討し、方針を確定  

ウ 令和８年11月～令和９年３月 

対応実施：確定した方針に基づき対応を実施  

 

４ 標準準拠システムへの移行 

（１）概要 

国が定める移行期限である令和７年度末時点で標準準拠システムへの移行を16

業務システム中10業務システムについて、完了した。 

令和７年度末までに移行できなかった６システムは「特定移行支援システム」

として、令和８年度以降も引き続き対応を行う。 

（２）課題 

ア 特定移行支援システムへの対応 

特定移行支援システムは、次ページの表にある移行予定時期での標準準拠シ

ステムへの移行に向けて対応を進める。 

なお、事業者及び移行予定時期を未定としている収納対策システムは、現在

の構築事業者が、標準化対応をしないため、新たな事業者を令和８年度中に選

定する予定である。 
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【表】 

システム名称 事業者 移行予定時期 

収納対策システム 未定 未定 

子育て支援総合システム 富士通Ｊａｐａｎ 令和11年１月 

生活保護システム アイネス 令和８年10月 

福祉総合システム アイネス 令和８年10月 

児童システム アイネス 令和８年10月 

保健所業務システム 日本コンピューター 令和９年３月 

なお、標準準拠システムに移行したもののガバメントクラウドへの移行をし

ていない住民記録システムについては、将来サポートが切れる証明書発行シス

テムと併せて、新たなシステムの調達を行っていくため、調達に向けて、広く

システム事業者から製品及びサービスに関する情報提供を受けたところであ

る。 

今後は、事業者からの情報を踏まえてシステム構成や機能要件の整理を行

い、システム調達に向けた準備を進めていく。 

イ 地方公共団体情報システム運用最適化計画の策定について 

国は標準準拠システム対応後の運用経費の増加に伴い、昨年度の補正予算に

おいて運用経費を補助する地方公共団体情報システム運用最適化事業を創設し

た。 

本事業を活用するためには、地方公共団体が「地方公共団体情報システム運

用最適化計画」を策定することが示されている。 

そのため、本区は、運⁠用経費増加要因の分析や運⁠用経費適正化のための基本

的な取組、令和８年度～令和10年度における実施予定内容や⁠目標を定めた本計

画を策定し、東京都を通じ国へ提出したところである。 

【スケジュール】 

・令和８年５月 

「地方公共団体情報システム運用最適化計画」の提出 

・令和８年夏～秋頃 

提出した計画の審査後、補助見込額の通知 
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・令和９年１～２月 

補助金の交付申請の提出 

・令和９年３月 

交付決定 

・令和９年４月 

実績報告、補助金額確定、補助金交付 

 

５ 書かない窓口サービスについて 

（１）概要 

令和７年７月22日に戸籍住民課にて、マイナンバーカードの読取りや住民記

録システムからの連携データを活かすなどの方法により、書かない窓口サービ

スを活用した住民異動手続を行えるようにした。戸籍住民課での稼働開始後は、

画面上の入力項目や操作性などについて職員同士で検討を重ね、システム事業

者へ改善の要望を行い、バージョンアップを行っている。 

また、戸籍住民課以外の窓口への拡大については、令和８年１月に新小岩区

民事務所に導入し、令和８年度中に亀有、高砂、堀切及び水元区民事務所に導

入することを目指し調整を進めている。 

（２）現状 

書かない窓口サービスは、窓口導入後もバージョンアップにより改善を行っ

ているが、その中で不具合が発生していることから本格的な利用には至ってい

ない。現在、窓口サービスの安定的な稼働に向けて、システム開発事業者との

調整を行いながら、システム改善を進めている。 

（３）今後の方針 

事業者との調整、システムの改善を図り、亀有、高砂、堀切及び水元区民事

務所への導入時期を決定し、各窓口における本格的な利用を進めていく。 
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義務付け等請求控訴事件の上告受理申立てについて 

 

                              総合庁舎推進担当課 

総合庁舎技術担当課 

 

 令和７年10月２日に東京高等裁判所に控訴の提起があり、令和８年２月19日に判決

の言渡しが行われた事件について、次のとおり、同年３月４日に最高裁判所に上告受

理の申立てがあったため、報告するもの 

 

１ 第一審における控訴人の主張 

  葛飾区長の職にあった青木克德がした次の各行為は、地方自治法第242条の２第１

項第４号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、

被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければ

ならない。 

①組合に対し権利変換計画について同意したこと。 

②組合の総会において権利変換計画の議案につき賛成したこと。 

③当該総会へ出席して反対しなかったこと。 

④事業の権利変換に関する処分の日までに①の同意を撤回しなかったこと。 

⑤事業の権利変換に関する処分の日までに②の賛成を撤回しなかったこと。 

２ 第一審の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 原告 

別紙１原告目録のとおり 

 ⑷ 被告 

 葛飾区長 

 ⑸ 請求の趣旨 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 
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  ア 被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円及びこ

れに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

せよ 

  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

 ⑹ 第一審の判決の趣旨 

  ア 本件訴えのうち、１①から④までの部分を却下する。 

  イ 原告らのその余の請求を棄却する。 

  ウ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 ⑺ 第一審の判決の理由 

  ア １①は、法令上の規定に基づいてされたものではなく、何らの法的効果も有

しない事実上の行為に過ぎないから「財産の処分」には当たらず、そうである

以上、１④が「財産の管理を怠る事実」に当たるということもできないことか

ら、住民訴訟の対象とならないため不適法である。 

  イ １②は「財産の管理」に当たり、１③は「財産の管理を怠る事実」に当たる

が、本件監査請求は令和６年２月29日にされたものであり、１②については令

和４年12月24日にあったものといえ、１③は同日に終わったものであるといえ

るため、１年の監査請求期間を徒過した後にされたものであることから、適法

な監査請求の前置を欠くものである。 

  ウ １⑤は「財産の管理を怠る事実」に当たるが、青木克德は議決権を行使して

おらず、原告らの主張は前提を欠くため理由がない。 

３ 控訴審における控訴人の主張 

 ⑴ 都市再開発法においては、総会の総会決議のみでは権利変換計画は確定しない

し、権利変換計画が確定する権利変換期日までは、権利変換は生じず、施行区域

内の土地建物の権利は消滅しないから、本件監査請求に係る監査請求期間の起算

日は権利変換期日である令和５年６月30日である。 

 ⑵ 葛飾区の住民が、区長が権利変換計画案に意見書を提出したか否かは知るすべ

はなく、最終的にどのような権利変換計画が確定したかを知るのは、権利変換計

画の公告がなされた令和５年６月19日又は実際に権利変換処分がなされた同月30



3 

 

日であるため、正当な理由があることから、監査請求期間である１年を徒過して

も請求は認められるべきである。 

 ⑶ 第一審において、監査請求期間を徒過しており、適法な監査請求の前置を欠く

と判断するのであるなら、正当な理由があるか否かについて、裁判所は釈明権を

行使すべきであった。 

 ⑷ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、施行区域内の土地建物等の

財産を処分し、かつ、本来取得できるはずの権利床に係る権利を放棄するもので

あり、「財産の処分」に該当し、事業の権利変換に関する処分の日までに当該同

意を撤回しなかったことは「財産の管理を怠る事実」に当たる。 

 ⑸ 第一審は、本案について実質的な審理をせず、審理不尽がある。 

４ 控訴審の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求控訴事件 

⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人  

別紙２控訴人目録のとおり 

⑷ 被控訴人 

  葛飾区長 

⑸ 控訴の趣旨 

 ア 原判決を取り消す。 

 イ 被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円  

及びこれに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員

を請求せよ。 

ウ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴審の判決の趣旨 

 ア 本件控訴をいずれも棄却する。 

 イ 訴訟費用は、控訴人らの負担とする。 

⑺ 控訴審の判決の理由 

 ア 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな
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いから、権利変換計画が確定しないこと等を理由に、権利変換期日である令和

５年６月30日を監査請求の起算日と解することはできない。当該監査請求が対

象とする青木克德がした１②及び１③の行為については、第一審判決のとおり

（２⑺イ）であり、控訴人らの主張は採用できない。 

 イ 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな

いから、権利変換計画の確定時期は正当な理由を裏付ける事情となるものでは

ない。そして、権利変換計画の縦覧については組合のホームページに掲載され

ており、これにより、それに先立つ組合の総会決議の存在を知ることができた

と認められるから、地方自治法第242条第２項ただし書にいう正当な理由がある

とは認められないため、控訴人らの主張は採用できない。 

 ウ 控訴人らは、第一審の第３回口頭弁論期日においての発言から、監査請求期

間の徒過について正当な理由があるか否かが争点となることを認識していたの

であるから、釈明権の不行使が問題となる余地はないため、控訴人らの主張は

採用できない。 

 エ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、都市再開発法等の法令上

の規定に基づくものではなく、何らの法的効果も有しない事実上のものにすぎ

ないから、第一審判決のとおり（２⑺ア）であり、控訴人らの主張は採用でき

ない。 

 オ 控訴人らの訴えのうち、１①から④までについては不適法であるから却下す

べきであり、１⑤についてはその前提を欠くのであるから棄却すべきであるこ

とは明らかであって、その余の点については判断する必要はないため、控訴人

らの主張は採用できない。 

５ 上告受理申立ての内容        

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※※ 行政上告受理申立て事件 

 ⑵ 裁判所 最高裁判所 

 ⑶ 申立人 別紙３上告受理申立人目録のとおり 

 ⑷ 相手方 葛飾区長 

 ⑸ 上告受理申立ての趣旨 

  ア 本件上告を受理する。 
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  イ 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。 

 ⑹ 上告受理申立ての理由 

   控訴審の判決は、法令の解釈に関する重要な事項について誤りがある。 

６ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年４月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年５

月24日） 

⑵ 令和６年７月19日 第１回口頭弁論期日 

⑶ 令和６年10月30日 第２回口頭弁論期日 

⑷ 令和７年１月28日 第３回口頭弁論期日 

⑸ 令和７年５月13日 第４回口頭弁論期日 

⑹ 令和７年７月22日 第５回口頭弁論期日 

⑺ 令和７年９月19日 判決言渡期日 

⑻ 令和７年10月２日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同月30日） 

⑼ 令和８年１月20日 控訴審口頭弁論期日 

⑽ 令和８年２月19日 控訴審判決言渡期日 

⑾ 令和８年３月４日 上告受理の申立て（葛飾区に上告受理申立通知書が送達

された後、上告受理申立理由書が裁判所に提出されたのは同年４月27日） 

７ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力する等して対応する。 



















 

 

 

東棟工事費等のシミュレーション等について 

 

総合庁舎推進担当課 

総合庁舎技術担当課 

 

１ 趣旨 

立石駅北口地区に建設される東棟については、令和７年11月に建築工事に着手

し、工事が進められている。 

今般、立石駅北口地区市街地再開発組合（以下「再開発組合」という。）に令和

７年度分の工事費の出来高等を確認し、「東棟工事費等のシミュレーション」を更

新したため内容について報告するほか、再開発組合に確認した事項等について併せ

て報告するもの 

 

２ 東棟工事費の令和７年度出来高及び工事費等のシミュレーションについて 

（１）令和７年度出来高 

工事請負契約額 

（令和７年10月） 

令和７年度出来高 （出来高割合） 

471.42億円 11.33億円 2.4％ 

（２）東棟工事費等のシミュレーション 

別紙のとおり 

 

３ 各年度の支払い手続きについて 

工事請負契約書（案）「５．請負代金の支払（１）施設建築物等新築工事」に記

載の内容（一部抜粋）は次のとおり 

初年度 ～年度末に出来高が上記金額（＝着工時支払額）に達しない場合は、そ

の差額を2026年２月末までに返金する。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .２ 

総 務 部 

令和８年６月１５日 
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２年度目 

以降 

第２回以降：各年度の３月の完了検査合格後、請負者の請求により10営

業日以内に、当該年度の出来高の100％を支払う。 

但し、最終回の支払いに関しては、竣工引渡し１か月後に前年度分以降

の出来高の100％を支払うものとする。 

   

  また、当該再開発事業には補助金が交付されており、補助金関係を含めた各年度

の金額確定の流れは、概ね次のとおりである。 

～２月   ３月（検査）までの工事出来高（見込み）を確定 

   ３月中   （補助金）検査実施 

   ３月末   （補助金）実績報告書を提出 

   ３月末～  （補助金）補助金の“確定”手続き 

 

  初年度は着工時の支払いがあるため、出来高（見込み）がこれに達しない場合

は、３月の検査受検に際し、過払いの状況にならないよう差額を再開発組合に戻す

ことから、上記の記載内容となっている。 

  なお、今回の出来高については、着工時の支払額に達しており、返金は生じてい

ないとのことである。 

 

４ 再開発組合の金融機関からの借入状況について 

金融機関 借入額 備考 

住宅金融支援機構 6.00億円 令和７年３月31日現在 

民間金融機関 17.04億円 令和７年３月31日現在 

※ 借入利率については、非公表の取扱い 

2



実数値
前回予測時点

の数値
実数－予測

平成27年 100.00 100.00 0.00 基準年
令和４年７月 114.40 114.40 0.00
令和６年４月 129.30 129.30 0.00
令和６年８月 132.20 132.10 0.10

９月 133.70 132.81 0.89
１０月 133.50 133.52 -0.02
１１月 133.40 134.22 -0.82
１２月 134.90 134.93 -0.03

令和７年１月 135.00 135.64 -0.64
２月 135.10 136.35 -1.25
３月 135.90 137.06 -1.16
４月 136.00 137.76 -1.76
５月 137.00 138.47 -1.47
６月 138.50 139.18 -0.68
７月 138.50 139.89 -1.39
８月 138.80 140.60 -1.80
９月 140.30 141.30 -1.00

１０月 140.40 142.01 -1.61 工事契約締結
１１月 140.80 142.72 -1.92
１２月 142.00 143.43 -1.43

令和８年１月 142.60 144.14 -1.54
２月 142.70 144.84 -2.14
３月 142.90 145.55 -2.65
４月 143.50 146.26 -2.76

時期
建設物価指数

備考

東棟工事費等のシミュレーション 

１ 前提条件 

・工事費は、令和12年３月まで建設物価指数に比例して上昇 

・令和12年３月時点の工事費は、令和７年度11.33億円、令和８～11年度の各年度ごとに、残額の１／４相当額を支出（建設物価指数上昇率を年5.0％

とする。） 

・令和12年３月時点の区床取得負担金計の額は、令和12年３月時点の工事費の額に、令和７年10月時点の工事費に占める区床取得負担金計の割合を乗

じた額とする。 

 

２ 参照データ 

 Ｒ4.7 Ｒ7.10 Ｒ8.4 Ｒ12.3 

建設物価指数 

（東京・ＲＣ造・ 

事務所・工事原価） 

114.40 140.40 

 

143.50 

暫定値 

173.89 

※推計値 

上昇率 100.00％ 122.73％ 125.44％ 152.00％ 

※推計値 令和４年７月から令和８年４月までの建設物価指数の 

上昇率が令和12年３月まで継続すると仮定 

 

３ 令和７年10月時点（工事請負契約締結時点）の工事費等 

工事費：471.42億円 

区床取得負担金計：352.76億円 

 

４ 令和12年３月時点のシミュレーション（小数点３位以下四捨五入） 

令和７年度支出額：11.33億円 

令和８年度支出想定額： （471.42億円－11.33億円）×１／４×（100＋5.0）％＝120.77億円 

令和９年度支出想定額： （471.42億円－11.33億円）×１／４×（100＋5.0＋5.0）％＝126.52億円 

令和10年度支出想定額： （471.42億円－11.33億円）×１／４×（100＋5.0＋5.0＋5.0）％＝132.28億円 

令和11年度支出想定額： （471.42億円－11.33億円）×１／４×（100＋5.0＋5.0＋5.0＋5.0）％＝138.03億円 

工事費計：528.93億円 

 

区床取得負担金計：528.93億円×74.83％（※令和７年10月時点の工事費に占める区床取得負担金計の割合）＝395.80億円 

（令和７年10月時点の工事費に占める区床取得負担金計の割合：352.76億円／471.42億円＝74.83％） 

別紙 
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現総合庁舎敷地活用の検討状況について 

 

施設管理課 

 

１ 趣旨 

これまで、現総合庁舎敷地及び建物の活用並びに現総合庁舎の取扱いについて検

討を進めてきたが、立石駅周辺の街づくりの進捗などの変化する社会状況を踏ま

え、これまで示してきた敷地活用案について改めて検討を行う必要が生じている。 

また、区内の大規模救急病院は老朽化や機能の充実のため建替えの検討が進めら

れており、現地での建替えが困難な場合には、区外への移転が検討される可能性が

ある。 

以上を踏まえ、東京都との共有財産である現総合庁舎敷地の活用の取扱いについ

て、今後の検討の方向性を示すもの 

 

２ 立石地域における大規模救急病院について 

立石地域には、東京都指定二次救急医療機関及び東京都災害拠点病院として平成

立石病院が所在しており、区の救急医療及び災害対応における拠点機能を担ってい

る。 

平成立石病院では、建物の老朽化等を背景に建替えを検討しているが、現地及び

周辺の民有地での建替えには課題があることから、建替候補地を探している。 

（１）平成立石病院の基礎データ 

病院名称 社会医療法人社団正志会 平成立石病院 

所 在 地 葛飾区立石五丁目１－９ 

竣工年度 2002（平成14）年度 

敷地面積 2,354㎡ 

延床面積 11,486㎡ 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

施 設 部 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 
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位置図 

 

（２）平成立石病院が現時点で希望する建替規模 

病 床 数 300～350床程度 

敷地面積 12,000～14,000㎡程度 

延床面積 24,000～28,000㎡程度 

立 地 現施設周辺を想定している。 

（３）建替規模に合う公有地について 

立石地区公共施設の位置については、別紙１のとおり 

現時点では、平成立石病院が希望する建替規模に適合し得る敷地面積を有する

公共施設は、現総合庁舎敷地か立石中学校・清和小学校敷地に限られる。 

 

３ 東京都との協議状況について 

東京都とは、共有財産である現総合庁舎敷地及び建物の取扱いについて、双方の

考え方の共有を行っている。東京都においても、都庁内での活用意向の確認等、今

後、将来を見据えた検討を進める予定と聞いている。 

平成立石病院 

葛飾区役所 
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葛飾区としては、現総合庁舎敷地等の共有財産の取扱いについて、引き続き東京

都と協議を進める。 

 

４ 基礎杭について 

現総合庁舎の地中には、約720本の杭が存在する。その内訳は、長さ約15mの杭が

約680本、長さ約45mの杭が約40本である。 

現総合庁舎敷地を売却又は貸与する場合、契約内容等によっては、杭を全て撤去

する必要が生じる可能性がある。 

現総合庁舎敷地等の活用の検討にあたっては、基礎杭の取扱いについても整理が

必要である。 

 

５ 今後について 

現総合庁舎敷地の活用にあたっては、区内救急医療体制の維持・向上、平成立石

病院の区外移転の回避を図るため、同病院との協議を行い、病院側が希望する敷地

などの条件（面積、立地、時期等）を確認する。あわせて、提供可能な公有地の条

件を整理し、大規模救急病院の建替用地の確保について検討を進める。 

これらを踏まえ、現総合庁舎敷地の跡地活用について、区として敷地分割を含む

活用手段を検討するとともに、共有財産である当該敷地及び建物の取扱いについ

て、東京都と協議・調整を行う。 

今後、区民サービスの確保及び区有財産の有効活用を考慮に入れ、活用の方向性

を検討する。 



別紙１
総合庁舎周辺図

大道中学校
（8,980㎡）

総合庁舎
（18,451㎡）

清和小学校
（8,805㎡）
立石中学校
（14,428㎡）

梅田小学校
（10,831㎡）

【凡例】
　■：公共施設
　　　（敷地面積）
　　：民間施設●

平成立石病院
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